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第７章 水 防 報 告 等

１ 水防報告

(1) 水防活動に従事した各班および消防団等は、水防活動終了後、速やかに様式－１に

より水防管理者に報告するものとする。様式－１は、次のとおり。
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(2) 県への報告

水防管理者は、水防活動が終結したときは、その状況を様式－２により、水防活動

実施後５日以内に地域振興局建設部長を経由して水防本部長に報告するものとする。

様式－２は、次のとおり。
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